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時津町上下水道料金徴収等業務包括委託業務提案書審査要領 

 

 

この審査要領は、公募型プロポーザル方式により、時津町上下水道料金徴収等業

務包括委託（以下、「本事業」という。）の受注候補者を決定するにあたっての手

順、方法、審査基準を示し、本事業に係るプロポーザル参加申込事業者に交付する

もので、別冊の以下の書類と一体をなすものである（これらの書類を総称して、以

下、「公募要領等」という。）。 

 

①時津町上下水道料金徴収等業務包括委託公募型プロポーザル実施要領 

②時津町上下水道料金徴収等業務包括委託要求水準書 

 

 

第１ 審査の方法 

１ 審査方式 

本事業は、専門的技術能力だけでなく、公共サービスを提供する自覚と高い倫理観、

サービス向上のための意欲的かつ創造的な取組み、効率的な業務の執行、個人情報管理

のための確実なセキュリティ対策などが求められることから、受注候補者の選定にあ

たっては公募型プロポーザル方式を採用し、価格だけではなく会社の実績や技術能

力等を含めて最も優れた事業者を選定する。 

 

 

２ 審査会の設置 

時津町（以下、「町」という。）は、本事業の受注候補者を決定するにあたり、

その手法及び手続きを公正かつ適正に行うため、時津町上下水道料金徴収等業務

包括委託審査会（以下、「審査会」という。）を設置する。 

 

 

第２ 審査の内容 

１ プロポーザル参加資格の確認 

 (1) 必要書類の確認 

町は、参加申込事業者から提出されたプロポーザル参加申込書等について、

公募要領等にて求めた必要書類がすべて揃っていることを確認する。 

 

 (2) 参加資格の確認 

審査会において、プロポーザル参加申込書等により、参加申込事業者が公募

要領に定める参加資格要件を満たしているかどうかの確認を行い、町は、その

確認結果を各参加申込事業者に通知する。 
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２ 業務提案書等の審査 

 (1) 必要書類の確認 

町は、参加事業者から提出された業務提案書等について、公募要領等にて求

めた必要書類がすべて揃っていることを確認する。 

 

 (2) 提案見積書の確認 

町は、業務提案書等の提出期間終了後、参加事業者から提出された業務提案

見積書に記載された金額について、公募要領等に定めた提案見積限度額以内で

あることを確認する。 

 

 (3) プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

町は、必要書類に不備がないこと及び業務提案見積書に記載された金額が提

案見積限度額以内であることを確認できた参加事業者に対して、業務提案内容

の確認のためにプレゼンテーションを求め、ヒアリングを実施する。 

 

 (4) 提案内容審査 

参加事業者から提出された業務提案書等の内容の審査は、審査会の委員と審

査会が設置する評価委員（以下、「審査員等」という。）が、「第３ 評価点

の算出方法」に基づき評価を行う。 

 

 (5) 総合評価点の算出 

①業務提案書等の評価は１００点を満点として各審査員等が点数化を行う。た

だし、業務提案見積額の評価点については、「第３ 評価点の算出方法」に

より算出した評価点とする。 

②各審査員等が各評価項目毎に算出した評価点の合計を、当該参加事業者の総

合評価点とする。 

 

 (6) 受注候補者の選定 

審査会は、総合評価点によって参加事業者の評価順位を決定するとともに、

最も総合評価点の高い提案を優秀提案とし、当該提案を行った参加事業者を受

注候補者として選定し、町長に報告する。 

ただし、非価格項目のうち１項目でも審査員等が「Ｆ」の評価を付した項目

がある参加事業者については失格とする。又、総合評価点が総得点の２割以下

の場合も失格とする。 

なお、総合評価点が最も高い参加事業者が２者以上あるときは、当該者のく

じ引きにより受注候補者を選定する。 

 

 

３ 最終受注候補者決定及び契約締結 

 (1) 最終受注候補者の決定及び通知 
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町は、審査会における審査結果を基に最終受注候補者を決定する。なお、最

終受注候補者に選定された参加事業者には、「プロポーザル選定結果通知書」

により、最終受注候補者に選定された旨の通知を行う。 

 

 (2) 契約締結 

町は、最終受注候補者に決定した者と契約金額等契約条件について協議の上、

業務委託契約を締結する。 

ただし、最終受注候補者と業務委託契約締結に向けて協議を行った結果、合

意に達しない場合又は業務委託契約を履行することができない事由が生じた場

合は、審査会の評価順位において次順位以下となった参加事業者のうち、総合

評価点が上位であったものから順に当該業務委託の交渉を行う場合がある。 

 

 

第３ 評価点の算出方法 

１ 評価基準 

提出された業務提案書等を客観的に評価するため、「業務提案書等評価基準（表

－１）」を定める。 

 

 

２ 評価方法 

提出された業務提案書等及びプレゼンテーションの内容について、「業務提案

書等評価基準（表－１）」により審査員等が評価する。 

 

 (1) 評価対象 

評価の対象は、提出された業務提案書等、プレゼンテーション及びヒアリン

グに加え下記に示す評価項目を含む。 

①評価項目(１) は、プロポーザル参加申込書に添付した「会社概要関係書類」

「直近３期分の会社法に規定される計算書類及び事業報告」、「類似業務受

注実績表（様式第４号）」を評価の対象とする。 

②評価項目(３) は、プロポーザル参加申込書に添付した「プライバシーマーク

又はＩＳＭＳ適合性評価制度認証を取得していることを証明できる書類の写

し」、業務提案書等、プレゼンテーション及びヒアリングを評価の対象とす

る。 

③評価項目(１２)は、「業務提案見積書（様式第１１号）」を評価の対象とす

る。 

 

 (2) 非価格項目の評価 

「評価項目 (１)から(１１)」については、評価項目毎に評価を行い、次の表

により点数化を行う。 
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評価 評価の意味合い 得点化方法 

Ａ 優秀である／高度の能力を有している  配点×1.0 

Ｂ 満足できる／十分な能力を有している  配点×0.8 

Ｃ 平均的である（普通）である  配点×0.6 

Ｄ 物足りなさを感じる／能力が若干乏しい  配点×0.4 

Ｅ 満足できない  配点×0.2 

Ｆ 
評価項目（着眼点に示す事項）に関する内容の記載 

がない 
失格 

 


